
○電磁的記録等に関する指定基準解釈通知（令和３年改正による追加分） 

居宅サービス・介護予防サービス 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 

第５ 雑則 第６ 雑則 第６ 雑則 第６ 雑則 第６ 雑則 

１ 電磁的記録について １ 電磁的記録について １ 電磁的記録について １ 電磁的記録について １ 電磁的記録について 

居宅基準第217条第１項及び予防基準

第293条第１項は、指定居宅サービス事

業者及び指定居宅サービスの提供に当た

る者等（以下「事業者等」という。）の

書面の保存等に係る負担の軽減を図るた

め、事業者等は、この省令で規定する書

面（被保険者証に関するものを除く。）

の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録

により行うことができることとしたもの

である。 

基準省令第50条第１項は、指定介護老

人福祉施設及び指定介護福祉施設サービ

スの提供に当たる者（以下「施設等」と

いう。）の書面の保存等に係る負担の軽

減を図るため、施設等は、この省令で規

定する書面（被保険者証に関するものを

除く。）の作成、保存等を次に掲げる電

磁的記録により行うことができることと

したものである。 

基準省令第51条第１項は、介護老人保

健施設及び介護保健施設サービスの提供

に当たる者（以下「施設等」という。）

の書面の保存等に係る負担の軽減を図る

ため、施設等は、この省令で規定する書

面（被保険者証に関するものを除く。）

の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録

により行うことができることとしたもの

である。 

基準省令第51条第１項は、指定介護療

養型医療施設及び指定介護療養施設サー

ビスの提供に当たる者（以下「施設等」

という。）の書面の保存等に係る負担の

軽減を図るため、施設等は、この省令で

規定する書面（被保険者証に関するもの

を除く。）の作成、保存等を次に掲げる

電磁的記録により行うことができること

としたものである。 

基準省令第55条第１項は、介護医療院

及び介護医療院サービスの提供に当たる

者（以下「施設等」という。）の書面の

保存等に係る負担の軽減を図るため、施

設等は、この省令で規定する書面（被保

険者証に関するものを除く。）の作成、

保存等を次に掲げる電磁的記録により行

うことができることとしたものである。 

⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等

の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法または磁気デ

ィスク等をもって調製する方法による

こと。 

⑴ 電磁的記録による作成は、施設等の

使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法または磁気ディ

スク等をもって調製する方法によるこ

と。 

⑴ 電磁的記録による作成は、施設等の

使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法または磁気ディ

スク等をもって調製する方法によるこ

と。 

⑴ 電磁的記録による作成は、施設等の

使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法または磁気ディ

スク等をもって調製する方法によるこ

と。 

⑴ 電磁的記録による作成は、施設等の

使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法または磁気ディ

スク等をもって調製する方法によるこ

と。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のい

ずれかの方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のい

ずれかの方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のい

ずれかの方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のい

ずれかの方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のい

ずれかの方法によること。 

 

① 作成された電磁的記録を事業者等

の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存す

る方法 

① 作成された電磁的記録を事業者等

の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存す

る方法 

① 作成された電磁的記録を事業者等

の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存す

る方法 

① 作成された電磁的記録を事業者等

の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存す

る方法 

① 作成された電磁的記録を事業者等

の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をも

って調製するファイルにより保存す

る方法 

② 書面に記載されている事項をスキ

ャナ等により読み取ってできた電磁

的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファ

イルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキ

ャナ等により読み取ってできた電磁

的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファ

イルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキ

ャナ等により読み取ってできた電磁

的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファ

イルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキ

ャナ等により読み取ってできた電磁

的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファ

イルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキ

ャナ等により読み取ってできた電磁

的記録を事業者等の使用に係る電子

計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファ

イルにより保存する方法 

⑶ その他、居宅基準第217条第１項及

び予防基準第293条第１項において電

磁的記録により行うことができるとさ

れているものは、⑴及び⑵に準じた方

法によること。 

⑶ その他、基準省令第50条第１項にお

いて電磁的記録により行うことができ

るとされているものは、⑴及び⑵に準

じた方法によること。 

⑶ その他、基準省令第51条第１項にお

いて電磁的記録により行うことができ

るとされているものは、⑴及び⑵に準

じた方法によること。 

⑶ その他、基準省令第51 条第１項に

おいて電磁的記録により行うことがで

きるとされているものは、⑴及び⑵に

準じた方法によること。 

⑶ その他、基準省令第55条第１項にお

いて電磁的記録により行うことができ

るとされているものは、⑴及び⑵に準

じた方法によること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合

は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」及び厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合

は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱のためのガイダン

ス」及び厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合

は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱のためのガイダン

ス」及び厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合

は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱のためのガイダン

ス」及び厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合

は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱のためのガイダン

ス」及び厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

２ 電磁的方法について ２ 電磁的方法について ２ 電磁的方法について ２ 電磁的方法について ２ 電磁的方法について 

居宅基準第217条第２項及び予防基準

第293条第２項は、利用者及びその家族

等（以下「利用者等」という。）の利便

性向上並びに事業者等の業務負担軽減等

の観点から、事業者等は、書面で行うこ

とが規定されている又は想定される交付

等（交付、説明、同意、承諾、締結その

他これに類するものをいう。）につい

て、事前に利用者等の承諾を得た上で、

次に掲げる電磁的方法によることができ

基準省令第50条第２項は、入所者及び

その家族等（以下「入所者等」とい

う。）の利便性向上並びに施設等の業務

負担軽減等の観点から、施設等は、書面

で行うことが規定されている又は想定さ

れる交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に入所者等の承諾を得た

上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができることとしたものである。 

基準省令第51 条第２項は、入所者及

びその家族等（以下「入所者等」とい

う。）の利便性向上並びに施設等の業務

負担軽減等の観点から、施設等は、書面

で行うことが規定されている又は想定さ

れる交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に入所者等の承諾を得た

上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができることとしたものである。 

基準省令第51条第２項は、入院患者及

びその家族等（以下「入院患者等」とい

う。）の利便性向上並びに施設等の業務

負担軽減等の観点から、施設等は、書面

で行うことが規定されている又は想定さ

れる交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に入院患者等の承諾を得

た上で、次に掲げる電磁的方法によるこ

とができることとしたものである。 

基準省令第55条第２項は、入所者及び

その家族等（以下「入所者等」とい

う。）の利便性向上並びに施設等の業務

負担軽減等の観点から、施設等は、書面

で行うことが規定されている又は想定さ

れる交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に入所者等の承諾を得た

上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができることとしたものである。 



ることとしたものである。 

⑴ 電磁的方法による交付は、居宅基準

第８条第２項から第６項まで及び予防

基準第49条の２第２項から第６項まで

の規定に準じた方法によること。 

⑴ 電磁的方法による交付は、基準省令

第４条第２項から第６項までの規定に

準じた方法によること。 

⑴ 電磁的方法による交付は、基準省令

第５条第２項から第６項までの規定に

準じた方法によること。 

⑴ 電磁的方法による交付は、基準省令

第６条第２項から第６項までの規定に

準じた方法によること。 

⑴ 電磁的方法による交付は、基準省令

第７条第２項から第６項までの規定に

準じた方法によること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電

子メールにより利用者等が同意の意思

表示をした場合等が考えられること。

なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和

２年６月19日内閣府・法務省・経済産

業省）」を参考にすること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電

子メールにより入所者等が同意の意思

表示をした場合等が考えられること。

なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和

２年６月19日内閣府・法務省・経済産

業省）」を参考にすること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電

子メールにより入所者等が同意の意思

表示をした場合等が考えられること。

なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和

２年６月19日内閣府・法務省・経済産

業省）」を参考にすること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電

子メールにより入院患者等が同意の意

思表示をした場合等が考えられるこ

と。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月19日内閣府・法務省・

経済産業省）」を参考にすること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電

子メールにより入所者等が同意の意思

表示をした場合等が考えられること。

なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和

２年６月19日内閣府・法務省・経済産

業省）」を参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、利用者

等・事業者等の間の契約関係を明確に

する観点から、書面における署名又は

記名・押印に代えて、電子署名を活用

することが望ましいこと。なお、「押

印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19

日内閣府・法務省・経済産業省）」を

参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、入所者

等・施設等の間の契約関係を明確にす

る観点から、書面における署名又は記

名・押印に代えて、電子署名を活用す

ることが望ましいこと。なお、「押印

についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日

内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、入所者

等・施設等の間の契約関係を明確にす

る観点から、書面における署名又は記

名・押印に代えて、電子署名を活用す

ることが望ましいこと。なお、「押印

についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日

内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、入院患者

等・施設等の間の契約関係を明確にす

る観点から、書面における署名又は記

名・押印に代えて、電子署名を活用す

ることが望ましいこと。なお、「押印

についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日

内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、入所者

等・施設等の間の契約関係を明確にす

る観点から、書面における署名又は記

名・押印に代えて、電子署名を活用す

ることが望ましいこと。なお、「押印

についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日

内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

⑷ その他、居宅基準第217条第２項及

び予防基準第293条第２項において電

磁的方法によることができるとされて

いるものは、⑴から⑶までに準じた方

法によること。ただし、居宅基準若し

くは予防基準又はこの通知の規定によ

り電磁的方法の定めがあるものについ

ては、当該定めに従うこと。 

⑷ その他、基準省令第50条第２項にお

いて電磁的方法によることができると

されているものは、⑴から⑶までに準

じた方法によること。ただし、基準省

令又はこの通知の規定により電磁的方

法の定めがあるものについては、当該

定めに従うこと。 

⑷ その他、基準省令第51条第２項にお

いて電磁的方法によることができると

されているものは、⑴から⑶までに準

じた方法によること。ただし、基準省

令又はこの通知の規定により電磁的方

法の定めがあるものについては、当該

定めに従うこと。 

⑷ その他、基準省令第51条第２項にお

いて電磁的方法によることができると

されているものは、⑴から⑶までに準

じた方法によること。ただし、基準省

令又はこの通知の規定により電磁的方

法の定めがあるものについては、当該

定めに従うこと。 

⑷ その他、基準省令第55条第２項にお

いて電磁的方法によることができると

されているものは、⑴から⑶までに準

じた方法によること。ただし、基準省

令又はこの通知の規定により電磁的方

法の定めがあるものについては、当該

定めに従うこと。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」

及び厚生労働省「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱のためのガイダンス」及

び厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱のためのガイダンス」及

び厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱のためのガイダンス」及

び厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱のためのガイダンス」及

び厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

 

【指定基準解釈通知】 
①居宅サービス・介護予防サービス：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成 11年９月 17日老企第 25号） 

②介護老人福祉施設：指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 12年３月 17日老企第 43号） 

③介護老人保健施設：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成 12年３月 17日老企第 44号） 

④介護療養型医療施設：健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 12年３月 17日老企第 45号） 

⑤介護医療院：介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成 30年３月 22日老老発 0322第１号） 

 


